
2 、債務者は、独立行政法人住宅金融支援機構に対し、１記載

の債権の譲渡について承諾をした。

3 　抵当権設定者は、独立行政法人住宅金融支援機構との間で、次のとおり、１記載の債権を被
担保債権とする抵当権を設定する旨を約した。

実印

実印

実印

1 　独立行政法人住宅金融支援機構は、譲渡人から、次のとおり、債権を譲り受けた。

(1) 債権譲渡（原契約同日金銭消費貸借・譲渡人

(2) 万円

(3) （月割計算とし、月未満の期間は年365日の日割計算）

(4) 年14.5%（年365日日割計算）

(5) 住所 氏名

住所 氏名

(6) 東京都文京区後楽一丁目４番10号
独立行政法人住宅金融支援機構

％

％

年 ％ ただし、 令和　　年　　月　　日 から年

お客様名 様分

金融機関使用欄 証書番号

令和　　年　　月　　日

株式会社カシワバラ・アシスト ）にかかる債権

氏名

％

％年 ただし、

金

年 ％

令和　　年　　月　　日 から年

令和　　年　　月　　日 から年

氏名

住所

氏名

住所

債 権 者

債 務 者

損 害 金

債 権 額

利 息

□

□

□

（抵当権：証券化支援事業（買取型）用2019.4

(2) 抵 当 権 者 　東京都文京区後楽一丁目４番10号

　独立行政法人住宅金融支援機構

　（取扱店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和　　年　　月　　日設定□

□ 同日設定

原 因

譲渡人 株式会社カシワバラ・アシスト ）にかかる債権の

令和　　年　　月　　日 債権譲渡（原契約同日金銭消費貸借・(1)

令和　　年　　月　　日
抵 当 権 設 定 登 記 原 因 証 明 情 報

令和　　年　　月　　日

(3) 不動産の表示

御中

抵当権設定者

（登記義務者）

住所

法務局
支局

出張所

契約書類確認印


